
法律で厳しく縛られる営業活動
　

　生衛業は、厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関

する法律」（昭和３２年６月制定、略称「生衛法」）で規定され、すべての業種が法律で営

業面について厳しく規制されている。業種でさえも政令で定められ、下記の１８業種が指

定されている。これらの業種は総称して生活衛生関係営業（略称、生衛業）と呼ばれてい

る。

　１　主としてすしを扱う飲食店営業

　２　主としてめん類（中華そばを除く）を扱う飲食店営業

　３　主として中華料理（中華そばを含む）を扱う飲食店営業

　４　風俗営業たる飲食店営業であつて、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類

　　　するもの（社交業）

　５　風俗営業たる飲食店営業であつて、料理店、待合その他これらに類するもの

　６　前各号以外の飲食店営業（一般食堂、レストラン、日本料理店など）

　７　喫茶店営業

　８　主として食鳥肉を扱う食肉販売業

　９　前号以外の食肉販売業

１０　氷雪販売業（氷屋）

１１　理容業

１２　美容業

１３　興行場営業（映画館）

１４　ホテル営業及び旅館営業

１５　簡易宿所営業

１６　下宿営業

１７　浴場業（銭湯）

１８　クリーニング業（取次所を含む）

　ただし、当分析で取り上げる業種数は先の政令に定める業種数に必ずしも合致しない。

業種分類も、以下に示すように総務省「平成２１年経済センサス－基礎調査」の事業所統

計調査に従う。また、一部業種の呼称についても異なる場合もある点、お断りしておきた

い。

第３章　生衛業の法的規制
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１　飲食業関係

　　食堂・レストラン（一般食堂やファミリーレストランを含む）

　　日本料理店

　　中華料理店

　　その他の専門料理店（日本料理店、中華料理店以外で西洋料理店等を含む）

　　そば・うどん店

　　すし店

　　酒場、ビヤーホール（当分析では居酒屋と称す）

　　バー、キャバレー、ナイトクラブ（当分析では社交業と称す。スナック・バーも含む）

　　喫茶店

２　食品販売業関係

　　食肉小売業（玉子・食鳥肉販売業を含む）、氷雪販売業

３　サービス業関係

　　旅館・ホテル

　　簡易宿所

　　洗濯業（普通洗濯業－取次所を含む－、リネンサプライ）　

　　理容業

　　美容業

　　一般公衆浴場業（通称は銭湯）

　　映画館

　ただし、食品販売業関係に含まれている氷雪販売業は、総務省「平成２１年経済センサ

ス－基礎調査」の業種分類では、事業所数が極端に少なくなったために、単独業種として

数値が掲載されていない。

　これらの業種の特性は、飲食業は調理を伴い、食品販売業は対面販売であり、サービス

業関係は対個人へのサービス供与であるなど、いずれの業種とも労働集約的であることで

ある。

業種ごとに法律が、営業内容にもしばり

　わが国には産業分類上の細分類で１，２６９に及ぶ多くの業種があるが、生衛業の１８

業種は法律によって業種が指定されており、しかも業種ごとに法律が定められていること

に加え、営業内容が詳細にわたり規定されている点に特徴が見出せる。このような事例は、

他の業界においてはほとんど見当たらない。それだけに、独特の体質の業界が形成されて
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いるといえる。

　先に述べた１８業種のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、氷雪販売業の４業

種は、昭和２２年１２月に制定された食品衛生法により都道府県知事の営業許可が必要で

ある。また、サービス関係営業の６業種は、それぞれの業種ごとに施行されている法律

（例えば興行場法、旅館業法、美容師法など営業六法と呼ばれている）により、都道府県

知事の営業許可が必要な業種は映画館、一般公衆浴場（銭湯）、旅館・ホテルであり、届

け出が義務付けられているのは理容所、美容所、クリーニング所である。また全ての業種

について環境衛生監視員等による監視による指導・管理などが義務付けられている。

国民大衆の生活向上と情報収集コスト削減に寄与

　なぜ、これらの業種が法律で規制されているかというと、各業種とも国民大衆の日常の

食生活面、保健衛生面、健康面などの生活向上に役立つことを目的に営業しているためで

ある。このように、生衛業は、国民の生活面での保健・衛生･健康に大きく関わっている

ので、営業施設の衛生水準の維持・向上を図ることが、強く求められている。

　これらの特性を経済学的な側面でみると、情報の非対称性によって生じる消費者のコス

トを削減する効果に結びつけられる。生衛業は国民の生命や健康に大きく関わる業種であ

り、提供する飲食物や恒常的に供給するサービスの質を一定以上の水準に維持する義務が

ある。しかし、売り手側ではそれらの内容について熟知しているが、買い手側である消費

者は十分に理解していないという情報の非対称性が存在する。

　ただ、消費者の観点からすると、生衛業が営業面で許可の取得や届け出をしていること

は、衛生面で一定水準以上の衛生水準にあるとの認識をもつ。そこで、消費者が商品を購

入する際やサービスを受ける際に、衛生面に関する情報を改めて収集する時間や費用をか

けないで済む。もし、これらの制度がなければ、消費者は生命と健康に関わる重要な問題

について、情報収集のため多くの費用と時間を必要とする。しかし、現実には、これらの

制度が、消費者が必要とする情報収集費用を肩代わりしている。つまり、情報の非対称性

を原因として買い手側に発生するはずの情報収集コストを、引き下げる役割を果たしてい

るといえる。
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